
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国税庁の文書回答手続って？ 

Ｑ：文書回答手続って何ですか？  

 

Ａ：国税庁が行う納税者向けのサービスの

一つです。 

【解説】 

 文書回答手続とは、税務上の取扱いに関し

て、納税者から文書による回答を求める旨の

申出があった場合に、国税庁が文書による回

答をするとともに、他の納税者の予測可能性

の向上を図るためにその内容を公表するとい

う納税者サービスで、平成13年９月から開始

されているものです。文書回答手続には、次

の２つがあります。 

①照会者が自ら実際に行う（又は行った）取

引等について、申告期限等の前に照会をす

る場合の手続（以下「個別文書回答手続」

といいます。） 

②同業者団体等が、傘下の構成事業者に共通

する取引等について照会をする場合の手続

（以下「一般文書回答手続」といいます。） 

 なお、この手続は、納税者の税法の適用等

に係る予測可能性を一層高めるという観点か

ら、平成16年３月29日以後に受け付けられた

照会分から、次のような見直しが行われてい

ます。 

①個別文書回答手続については、従来、対象

外であった「特定の納税者の個別事情に係

る取引等」についても対象となりました。 

② 新たに一般文書回答手続を定め、照会者が

自ら取引等を行わない場合であっても、国

税当局が有用であると考えるときは、一般

的な文書回答を行うこととなりました。 
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